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１
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管理職脈員であった者が再就恥した場合の届出
(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連）

｡ 可

帥0

一

■■■年■■月■■同

内閣総理大臣 殿

’住 所

氏 お

蹴贈番号

ざ

小脇仁 色

国家公溺員法（昭和22年法#|畷120号）第106条の24"g項の規定により、次のとおり
届け出ま寸話

’1 （ふりが恥 ）

氏 燗 小尾仁 〆

圃画 E2生 年 月 日

3離職時の宮脈 〆節岡地方検崇庁検那正

4鵬 臓 日 11 29 年 1 月 30 日 “ 〆

5両 耽 轍 日 11 29 年2 月 1判 日 ． ，

6再就城先の墹称 八亜洲公征役鳰 ／

7再就縦先の難務内溶 公W正業務

8再耽職先における地位

9求 職 の 承

公砿人公砿人 ､

確
り0，､

~

昭 の 有 口櫛 回無

10官民人材交流･センクーの掻助の有無 口有 回無
､ﾛ

(記戟上の注意）
ロのついた噸圃は餓当するロの中にレ点を記入すること．

_ー誕野…認閉謡露［



別紙裸式10

（別添）

別#剛哨式10

別肥概式鋪10（鋪11条1M係）

四
一

(A）
｜

’ 塗典’ (c)if総畿 | (')臓赫の職| ")'ド輔蝋卿“(C)州給裟 ｜ 曇付隼月I］

’
棚別 (11)i(11)地

、／Tで戸＝‘三＝‐＝言ー

管理恥職員であった者が再就職した場合の届出
(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連）

■■■■■

－

I■■■年■■､■■門

内IMI総理大臣殿

■■

’所
潴
号榊禰

佐
氏
鰍
古費正二

国家公務風法（昭和22年法維第】20･W･)"106条の2j"2項の規定により、吹のとおり
届け出ます露

一丘 凸

I1 (ふりが験）

氏 名

ごゆぷ

古劉 正二

図 1国I2生 半 月 日 日

商松地方検察庁検率正

li 29年4

Ⅱ ”年5

3雛嗽時の省職

4雌 職 日 月 10 日

月 20 日5再 耽 轍 日

ロ ←

6再耽職先の鐺称 柵ml公柾役場

､／
熱7再就服先の紫漉内容 公証嚇勝

8再就聡先における地位 公旺人

’
9求 聯 の 承 鯉 の 有 無 口有 図無

訂㎡

1O官民人材交流センターの扱助の有無 口有 図無

(記鞭上の注愈）
ロのついた坂目は誰当する口の中にレ点を妃入寸ること“



(別添）
別紀様式第10 (第11条関係）

－管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連）

■■■年■■月■■日
内閣総理大臣 殿

住 所

氏 名

砿砺番号

小林健司

国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項の規定により、次のとおり
届け出ますb

､／

(紀戦上の注意）
ロのついた項目は餓当する口の中にレ点を記入すること．

(A）、別 (8)退職事由 (C)俸給変 (D)瞳跡の級 (E)停職の符別廟航顕
の区分 受付年月日

1 （ ふ り がな ）

氏 名

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
小林健司

2生 年 月 日 ■■年■■月■■日
3離職時の宵職 掘島地方検察庁検事正

Q b

4離 職 日 H 29 年 4 月 10 日

5再 就 職 日 H 29 年 5 月 1 日

6再就職先の名称 赤羽公鉦役場

7再就職先の業務内容 公証事蕊二乳
8再就職先における地位 公狂人 、

9求 職 の 承 肥 の 有 無 口有 回無 ．

10官民人材交流センターの援助の有無 口有 回無 ，



(別添）別配微式第10 (第11条関係）

－管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連）

■■■年■■月■■日
内閣総理大臣 殿

住 所

氏 名

砒贈謡号

徳田 燕

国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項の規定により、次のとおり
届け出ます。

(配戦上の注意）
ロのついた項目は故当する口の中にレ点を妃入すること．

(A）稲別 (､)迅職事由 (c)伸給喪 (､)職聯の級 (E)仰職の将別閣破願

の区分 |’ 受付年月日

1 （ ふり がな ）

氏 名

I■■■■■■■■■■■■ ﾛ■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
偲田燕

2生 年 月 日 ■■年■■月■■ 日
3離職時の宮職 宇都宮地方検察庁検事正 ●十

口

4離 職 日 Ⅱ 29 年 4 月 10 日

5再 耽 職 日 H 29 年. 5 月 16 日

6再就職先の名称 麻布公鉦役場 ．

7再就職先の業務内容 公旺業務 ．

8再就職先における地位 公証人 一

9求 職 の 承 露 の 有 無 口有 日無

10官民人材交流センターの援助の有無 口有 回無



、

《別添）
別配嫌式第lo(第11条関係）

－管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連）

■■■年■■卿■■日
内閣総理大臣 殿

住 所

氏 名

趣賭番号

中田和艇

国家公務員法（昭和22年法律第120号）節106条の24第2項の規定により、吹のとおり
届け出ます。

(肥較上の注意）
□のついた項日は砿当す-る□の中にレ点を肥入すること．

(A）楓別 (8)逸職事由 (C)俸給表 I (D)職防の級 (E】偲輪の狩別嗣醗額
の灰令 I受付年月日

1 （ ふ り がな ）

氏 名
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

中田､和範

2生 年 月 日 ■■年■■月■■日
3雛職時の宮職 岐阜地方検察庁検率正

4雛 職 旧 H 29 年 4 月 10 日

5再 就 職 日 H 29 年 5 月 】 日 .

6再就職先の名称 神田公鉦役場

7再就職先の業務内容 公旺業務

8再耽職先における地位 公証人’

9求 職 の 承 昭 の 有 無 口有 回無

10官民人材交流センターの援助の有無 口有 回無



瞳

別記様式第10 （第11条関係）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連）

■■■年■■月■■日

内閣総理大臣 殿

’’住 所

氏 名

電話番号

松田一郎

’

国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項の規定により、次のとおり
届け出ます。

1 （ふ りがな ）

氏 名 松田一郎

ロ |軍 圓 底2生 年 月 日

祥戸地方検察庁検事正3離職時の官職

4離 職 H 29 年 1 月 30 日日

5再 就 職 日 H 29 年 月 9 日7

､

難波公証役場6再就職先の名称

公証業務7再就職先の業務内容

8再就職先における地位 公証人

の 有9求 職 の 承 m
41，、 口有 回無認

10官民人材交流センターの援助の有無 回無口有

(記載上の注意）
□のついた項目は該当するロの中にレ点を記入すること。

(別添）

| (8)退繍謬態 ’ （‘)俸給豪 ｜ (,)職務の級’(B)退縦事由 (C)俸給表 (D)靴務の級’ |’
(E)俸給の特別調整額
の区分

(A)種別 受付年月日

風過零Y醐禦 R洲簡畷榊圃薊暦‘"唾.’ …

－ ， ▽←＝ 一 一 百 8 →壹令画

二言＝ 言匡

一一ー



Zo

別記様式第10 (第l1条関係）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連）

■■■年■■月■■日

内閣総理大臣 殿

住 所

氏 名

電話番号

石原誠二

国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項の規定により、次のとおり
届け出ます。

(記載上の注意）
□のついた項目は該当するロの中にレ点を記入すること。

(別添）

1 （ ふ り がな ）

氏 名

■■■■■■■■■■■■■■
石原誠二

2生 年 月 日 ■■年■■月■■ 日

3離職時の官職 松山地方検察庁検事正

4離 職 日 H 29 年 7 月 7 日

5再 就 職 日 H 29 年 8 月 1 日

6再就職先の名称 関内大通り公証役場

7再就職先の業務内容 公証業務

8再就職先における地位 公証人

9求 職 の 承 認 の 有 無 n有 同無

10官民人材交流センターの援助の有無 口有 回無

(A)種別 (B)退職事由 (c)俸給表 (D)職務の級
(E)俸給の特別鯛整額
の区分

受付年月日

■■■ ■■■■■■■I■■■■■■■



＝－－

釘

別記様式第10（第11条関係）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連）

■■■年■■月■■日

内閣総理大臣 殿

’I住 所

氏 名

電話番号

金澤勝幸

’

国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項の規定により、次のとおり
届け出ます。

～，一■主 一今← ■凸 ､ 一ｪで 一一 ~・ﾛ

1 （ ふり がな ）

氏 名 金澤勝幸

’2生 年 月 日 日

熊本地方検察庁検事正3離職時の官職
■ ＝

職4難 H 29 年 7 月 21 日日

5再 就 職 日 H 29 年 9 月 1 日

6再就職先の名称 浦和公証センター

公証業務7再就職先の業務内容
■

8再就職先における地位 公証人

9求 職 の 承 認 の 有 4癖
〃、、、 n有 同無

10官民人材交流センターの援助の有無 口有 回無
■

(記載上の注意）
口のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。

(別添）

rm)種別| (8)退職零由 | ｡織菱Im職務の綴’(C)俸給表 (D)識務の級(A)種別 (8)週職事由

'…'’
|受付年月同 ’受付年月日

(E)俸給の特別鯛整額
の区分



三塾

別記様式第10（第11条関係）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連）

■■■年■■月■■日

内閣総理大臣 殿

住 所

氏 名

電話譽号

住川洋英

’

国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項の規定により、次のとおり
届け出ます昼

1 ( ふ り がな ）

氏 名 住川洋英

LE 圓 日
4

2生 年 月 日

山形地方検察庁検事正3離職時の官職

職4離 H 29 年 月 21 日日 7
‐

就 職 日5再 H 29 年 9 月 1 日

市川公証人合同役場6再就職先の名称

公証業務7再就職先の業務内容
■

8再就職先における地位 公証人

鞘鳴
Jbn，9求 職 の 認 の 有震 口有 同無,

10官民人材交流センターの援助の有無 n有 同無

(記載上の注意）
ロのついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。

(別添）

(A)種別| (s)退職事由 ｜ に)俸給表 | (')職務の穀｜
関 一~‐－

(D)職務の級(A)種別 (8)退職事由 (C)俸給表 ’ | 臺付隼月日
(勇)俸給の特別鯛整額
の区分

● 一!



可

別記様式第10 (第11条関係）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連）

■■■年■■月■■日

内閣総理大臣 殿

住 所

氏 名

電話番号

千葉雄一郎

国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項の規定により、次のとおり
届け出ます。

(記載上の注意）
□のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。

(別添）

’

1 （ ふ り がな ）

氏 名

■■■■■■■■■■■■■■
千葉雄一郎

2生 年 月 日 ■■年■■月■■ 日

3離職時の官職 和歌山地方検察庁検事正

4離 職 日 H 29 年 7 月 21 日

5再 就 職 日 H 29 年 9 月 1 日

6再就職先の名称 川口公証役場

7再就職先の業務内容 公証業務 ．

8再就職先における地位 公証人 ．

9求 職 の 承 認 の 有 無 n有 同無 ▲申

10官民人材交流センターの援助の有無 n有 向無 ‘

(A)種別 (B)退職事由 (C)俸給表 (D)職務の級
(E)俸給の特別調整額
の区分

受付年月日

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■



乞陣

別記様式第10 （第11条関係）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連）

■■■年■■月■■日

内閣総理大臣 殿

住 所

氏 名

電話番号

米村俊郎

国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項の規定により、次のとおり
届け出ます。

(記載上の注意）
□のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。

(別添）

1 （ ふ り がな ）

氏 名

■■■■■■■■■■■■■■■
米村俊郎 ．

2生 年 月 日 ■■年■■月■■ 日
3離職時の官職 千葉地方検察庁検事正

4離 職 日 H 29 年 7 月 27 日

5再 就 職 日 H 29 年 9 月 1 日 ‘

6再就職先の名称 銀座公証役場

7再就職先の業務内容 公証業務

8再就職先における地位 公証人

9求 職 の 承 認 の 有 無 n有 同無

10官民人材交流センターの援助の有無 口有 回無

(A)種別 (B)退職事由 (C)俸給表 (D)職務の級
(E)俸給の特別調整額
の区分

受付年月日

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■



ひ7

別記様式第10（第11条関係）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連）

■■■年■■月■■日

内閣総理大臣 殿

’住 所

氏 名

電話番号

小暮輝信

’
ｒ
ｌ
Ｏ
ｌ
ｌ
日

国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項の規定により、次のとおり
届け出ます。

睡醐 ■｢■面一 一lTH､耳再 ［更ｱfll
り がな ）

名

1 （

氏

夢

・ざ句

小暮輝信

|日年’ ｜月2生 年 月 日

3離職時の宮職 釧路地方検察庁検事正

H 29 年 8 月職 54離 日日

5再 就 職 日 H 29 年 9 月 1 日

名古屋駅前公証役場6再就職先の名称

公証業務7再就職先の業務内容

8再就職先における地位 公証人

9求 職 の 承 認 の 有 無

10官民人材交流センターの援助の有無

n有 同無

n有 同無

(記減上の注意）
□のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。

(別添）

’
(Eﾉ捧詣の祷別調蕊覗

の辰名今’’ |’(A)種別
一

(C)俸給表 (D)職務の級 受付年月日(B)退職事由

弓iWn t謝謝iき…0J鯉・ 圧罰



7

別記様式第10 (第ll条関係）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連）

お

■■■年■■月■■ 日
f

内閣総理大臣 殿

住 所

氏 名

電話番号

〔

矢籔元博，

国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項の規定により、次のとおり
届け出ます。

■■■■■■■■■■■■

(記載上の注意）
□のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。

(別添）

一 Q

〆

1 （ ふ り がな ）

氏 名

■■■■■■■■■■■■■■■
矢野元博&

2生 年 月 日 ■■年■■月■■ 日
3離職時の官職 新潟地方検察庁検事正

せ し

4離 職 日 H 29 年 9 月 11 日

5再 就 職 日 H 29 己 年 10 月 1 日 ‘

6再就職先の名称 新宿公証役場
し

‐

7再就職先の業務内容 公証業務 金

8再就職先における地位 公証人。

9求 職， の 承 認 の 有 無 n有 同無

10官民人材交流センターの援助の有無 n有 同無

(A)種別 (B)退職事由 (C)俸給表 (D)職務の級
(E)俸給の特別調整額
の区分

受付年月日

■■■■■■ ■■■■



●

9再就職先の業務内容 公紙業務別記槻式節10 ("11条M係）

公狂人

ll求 職 の 承 泌 の 有 無 口有 回無
管理職職員であった者が再就職した場合の届出

(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連） 12官民人材交流センターの援助の有無 口有 回無

13官民人材交流センター以外の援助

（■富民人材交流センター以外の援助がなかった場合）■■■年■■月■■同
（ふりがな）

援助者の氏名又は名称

内閣総理大臣 殿 援助の内容援助の内容

住 所

氏 名

弛話番号

森悦子

国家公務貝法（昭和22年法祢第120号）第】06条の24第2項の規定により、次のとおり
届けH1ます。

い

1 （ ふ り がな ）

氏 名
■■■■■■■■■■■■■
森悦そ
‐ ■

2生 年 月 日 ■■年■■月■■ 日

3離職時の宮職 前繍地方検察庁検率正

4灘職煎の求職IW始日 H 年 月 日

(日離職前の求職開始日がなかった場合）

5離職前の求職M1始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

イ

所閥・官職

'。 ’

|≦ ’

在職期間

目H 年 月 日

至H 年 月 日

自H 年 月 日

至H 年 月 日

自H 年 月 日

至H 年 月 日

’

’

職務内容

〃、 自H 年 月 日

至H 年 月 日

6雛 職 日 H 30 年 1． 月 22． 日

7杯 耽 臓 日 H 30 年 2 月 15 日

8秤就職先 の

名称及び連絡先

再就職先の名称： 中畷公証役場 ．

再腕職先の連絡先： ■■■■■■■■■
■■■■■■■■■



〃●

'9褥戯臓先の粟務内癖 １
１
公脈業務別肥様式鋪Io ("11条関係）

10秤雛恥先における地倣 公繩人

11求 猟 の 承 總 ・の 狗 無 口竹 回無．
管理職職員であった者が再就職した場合の届出

(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連）

■■■年■■月■■側

12官民人材交流センクーの扱助の称無 口禰 回無．

13宵民人材交流センクー以外の扱助

（■富民人材交流センター以外の扱助がなかった場合）

（ふりがな）

援助者の氏我又は端称

（ふりがな）

援助者の氏籟又は端称

内側赫剛大臣 殿 援助の内溶援助の内溶

’
－－

訂 F一

住 所

氏 端

倣禰稀号

L告主 一F虹4

山田賀規

’‐

圃家公務側法（昭和22年満|鋪120号）第106条の24節2頭の娩定により、次のとおり
脇けM』まず。

ロ

1 〈ふ り がな ）

氏 名 山Iロ烈規

「~~国画 日2生 年 月 日

3雌職時の宮聯 稲岡地方検察庁癖IF正

H 年 月 ロ

（回離職前の求耐開始日がなかった場合）

菫ﾕ卦 狸 里騨
4離職伽の求職IIII始日

票里 弓F聯 Ⅱ

謝韓蝉 屍 I

5鮒馳前の求轆1111始日から雛聯胤までのIIIIのj倣員としての在鞭状況及び縦紡内容
星1 － LE･廷巨孟

鵬務内忠祇湘"Ⅱ1I1
－

年

年

年

年

所凧・官聯

月
月
一
月
月

日
日
一
日
日

御
圃
至
一
向
煙
至

H

Ⅱ

H

1I

イ

ロ

一 三 ■■

月
月
一
月
月

日
刊
一
日
日

自
至
一
一
間
至

年
年
一
岬
年

Ｈ
Ｈ
－
Ⅱ
Ⅱ

q

l

′、

ロ ■エ一 ー壷 ニロ■

二
三

II 30 年 1 偽月 22， 日
11 30 " 2_ 月 19 B

6雌 職 日
’

7稗 耽 職 日
●

再就聯先の端称： 銀座公W正役場S穂就職先の

墹称及び述絡先

’
再就職先の辿藏先：

三三二 一 一

W


